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封建「地代」の非地代性

一一共同体論との関連に於て一一

友 岡 学

封建的土地所有論についての反省（拙稿「封建的土地所有の論理」 「経済学

研究」 24の2）は，必然的lと封建「地代」論と「経済外的強制」論についての

反省lと導かれる．

その第ーは： 封建的土地所有についての新しい論理的規定が封建「地代」

諭にどう反映するか；あるいは同じことだが，封建的所有の二重性に封建「地

代」がいかに対応するか；である．その第二は： 土地所有が経済的に自己実

現される形態という地代の一般的規定に，経済外的強制がいかに対応するか；

という乙とである．

乙の二つの問題に附随する・あるいは関連する・派生的諸問題は，時lこ応じ

て触れられよう．

(1）土地所有と地代

〔1〕 はじめに，土地所有と地代についての一般的概念規定を検討しておく．

その必要性は行論のうちにおのずから明らかにされよう．そのために，マルク

スの諸命題を吟味する．

A 「地代の独自的形態のいかんを問わず，すべての地代類型lと共通するも

のは，地代の取得は土地所有が自らを実現する経済的形態だという乙と，およ

び地代の方は土地所有・地球の一定部分にたいする一定個人の所有を前提する
註 1

という ζ とである．」

乙乙では地代の「取得Jが規定され，また，土地所有が「一定個人」の所有

といい直されている ζ とに注意しておきたい．地代そのものについての規定は

つぎのように与えられる．
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註 2
B 「およそ地代なるものは剰余価値であり，剰余労働の生産物である．」

そしてまた月IJの所， 「資本制的生産様式のもとでの前提は」とはじまる文章

の中で，つぎのようにいう；

C 「つまり地代は，乙の場合には，土地所有が経済的に自己を実現・利用
註3

する形態である．」

これらの諸命題から，重要な問題が三つえられる．その一つ：地代は「一定

個人の所有」を前提するが，封建的所有は一定個人の所有ではない．一定個人

の所有と集団所有とはいかに整合せしめられるか？ 二つ：土地所有が経済的

に自己実現する形態は，一方では「地代の取得」であり，他方では「地代そのも

の」である．そしてさらに，地代の取得に形態があり，地代そのものにも形態

があるとすれば（いわゆる経済外的取得，いわゆる封娃地代）形態の形態とい

う同義反覆はまぬがれない．三つ：地代は剰余価値であり，剰余労働の生産物

であるが，階級関係のうちに存在しない集団的土地所有の上での生産には，剰

余労働いわんや剰余価値は成立しない．

〔2J 第一の問題について： あらゆる所有は一元的である．集団所有もその

例外でない．ここでは集団そのものが一元的に所有主体である．封建的所有で

は，事柄が複雑になっているが，その本質は変らない．二重性のうちにある

が，それは二元化されているのではなく，一元の内部で二重になっているので

ある．封建的所有が領主の所有と同意語ではなく，また農民の所有でもなく，

両者の統一された形態であるという意味は，領主と農民の私的関係が封建的所

有の｜対係ではないことである．

所有の一元性というえま味において， 「一定個人の所有」が理解されるなら
註4

ば，これはあらゆる所有に妥当する．しかし，集団そのものが一つの人格的主

体であり，社会的個体であるという怠味で， 「一定個人」に擬せられうるとし

ても，そして純粋の「一定個人」と擬制的な「一定個人」との聞の同一性（一

元性）は認められうるが，自然的個体がそのまま社会的個体である「個人」と

複数の自然的個体が一体的に社会的個体である「集団」との根本的相違は解消
註5

さるべくもない．この相違こそ，前資本主義的（共同体的）生産様式と資本主
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義的生産様式における人間存在の決定的相違にほかならぬ．この相違l乙対応し

て，土地所有の関係もまたその忌、味を異にする．すなわち

第ーに：資本主義的生産様式のもとでは，土地に関して所有と非所有とが対
註6

立するが，共同体的生産様式のもとでは，一つの所有が仙の所有iこ対立する．

前者では，所有主体（土地所有者）と生産主体（生産者＝資本家）が個体的に

分化しているが；後者では一体的である．したがって，前者では，土地所有は

貸借の関係として現われるが；後者では排除心関係として現われる．第二［三：

資本主義的生産様式のもとでは，生産は土地所有を相会的に前提しないが；共

同体的生産様式のもとでは前提する．前者では，土地所有ば基本的生産関係で

はないが；後者ではそうである．第三に：資本主義的生産株式のもとでは，所

有主体（地主）の再生産は生惇主体（資本家生産省）にとって何らの前提的実

存条件ではないが；共同体的生産様式のもとでは，生産主体の一片手生産は所有土

体の再生産なしには行なわれえず，それとともに行なわれる．

このような本質的相違は，土地所有一般として資本主義的土地所有と共同体

的土地疏有を綜合することを無内容たらしめる． 「地球の 定部分にたいする

一定個人の（すなわち， －）己的の一一友岡）所有」は，土地所有の自然的説明

であって，社会的説明ではない．それ自体，何ら人間関係を表ノドするものでは

ないから．すなわち，土地ijr有一般は，地代にとっての自然的前提であるが，

社会的前提ではない．

〔3= 第二の問題について： 大谷瑞郎氏はつぎのようにいう；

［封建的な土地j升有IYJ｛系と近代的な土地所有関係との違いは，要するに，経

済的な関係、によって地代が成立するか，それとも経済的には地代が支払われる

理由は少しもないのに， 『地代Jが経済外的に収り立てられるか，という点に
註7

存在する．」

注意して読めば，二つのものの区別を別の度量で行なっているのに気付くだ

ろう．大谷氏はここで近代的土地所有｜封係に地代の経済的成立を，封建的土地

所有関係に地代の経済外的（成立ではなく） I&符（二支払および以り立て）を

結びつけて，両者の違いを見ている．氏によれば，封建「地代」は経済的に成
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立するが経済外的に取得される如くである． ところが別の文章では異なる．

「と乙ろで， 日本でも徳川時代からしだいに発達してきて明治維新後に広が

ったようないわゆる寄生地主のばあいには， 地代は経済的に成立するから
註8

『寄生地主f!ilJ』を封建制度と規定するのは誤まりである. J 

ここでは，両者の区別は地代の経済的「成立」と経済外的「成立」という同

一度量の有無によってなされる．

大谷氏の混乱は，土地所有の歴史的規定性を地代の形態によって見定めよう

とする点にはじまり，地代そのもの，地代の成立，地代の取得という諸概念の

乱用をもって終っている．

ところで， 「土地所有が経済的に自己を実現する」ということは，土地所有

主休が Cl己を再生産する乙とを立味するだろう

することを経済的に志味あらしめることである

くだけていえば，土地を所有

したがって，土地を所有する

ことの経済的志味が異なれば，土地所有実現の経済的意味もまた異ならざるを

えない．

共同体的生産様式では，生産は土地所有を絶対的に（自然的にかつ社会的

lこ）前提する． ここでは，土地に対する所有主休が再生産されなければ，生産

主休も再生産されない．所有主体と生産主体は一体的に存在する．すなわち，

ここでは，土地所有の経済的実現は，生産にとっての絶対的な実存条件であ

る

資本主義的生産様式では，生産は土地所有を相対的に（自然的にのみ）前提

する．所有主体と生産主体は独立的に存在し，土地に対する所有主体（土地所

有者＝地主）の再生産の如何を間わず生産主体（資本家）は再生産されうる．

すなわち， ここでは，土地所有の経済的実現は， 生産にとって何ら実存条件を

7よさ 7よし＼

土地所有の歴史的規定性に対応して，土地所有実現の経済性もまた特殊歴史

的に規定されるとすれば，地代もまた， その歴史的規定性においてのみ把握さ

れざるをえない．地代として一倍されうるには余りにも二つの地代はその本質

を異にしており，地代の一般的規定を無内容ならしめる．

土地所有実現の経済性（歴史的規定性）に対応して，実現の機構もまた特殊
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歴史的である．資本主義的生産校式のもとでは，土地は商品化されて価格をも

っ．所有主体は， f皮の土地を購入した．土地所有は，ここでは，貨幣資本投下

の一つの形式である．貨幣資本家が利干（Rente）によってその資本所有を経

済的［己実現する（資本をi肝不jすることを経済的に定、味あらしめる）ように，

土地所有者は地代（Grundrente）によって彼の土地所有を実現する（土地を所

有することを経済的に意味あらしめる）．もし彼が土地所有の主体性を喪失す

る時には，土地の対価を貨幣資木として受け取る．彼が純然ナこる貨幣資本所有

者であるか；おるいは土地所有者であるか；という事情ば，貨幣資本投下にと

もなう危険とその経済的効巣についての判断［こもとずく. 1JJuj！土地所有者であ

るということは， j貨幣資本所有者として利子を明待する以上［と，地代を期持し

ているにすぎない．彼が土地所千j者でありうる最低の条件は，土地所有に投下

し7こ｛｜町，＼

る．しかし，その場合！こは，彼が資本そのものを所有するのではなく・特別に

土地を所有することの志味はなくなる．すなわち，土地所有は，ここでは，

貨幣資本所有の一つの形態にすぎない. 1Itにとっては，利子lこ見合う地代が取

引されることが，彼の所有の経済的実引である．そして大事なことは，彼の所

有は社会的に保障されている．すなわち，土地所有の確保のために何ものも要

しない．現実には，その保障貨として，地代のなかからその一部分が税金とし

て提供されるが，私有財座布JJが一般化されていると乙ろでは，それは拾象され

うる．

共同体的生産様式のもとでは，土地は占取される対象であり，そのために他

を排除しなければならぬ．ここでは売買ではなく，斗争が行なわれる．土地を

所有するのに費用を要することは貨木主，義生産様式の場合と同一であるが（た

だし，そこでは価格が，ここでは斗争［こ要する諸費用が）；ここでは，さらに

JJi・ :{cfの確保のためにも費用（防frfiJの費用）を要する．前者では，所有したもの

は対価を支払われずに失なうことはないが；ここでは，無償に失なわれる．そ

して，土地に対する所有の主休性が失なわれる時！とは，同時に，生産主体性も

また失なわれる．したがって，土地所有の経済的実現は，土地所有の確保のた

めに要する諸費用の不断の生産と支出によってのみ保障される．その諸費用の
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量は現実の敵対的関係の様相によってきまる．

両者の本質的相違は，つぎのように，要約的に規定される．資本主義的土地

所有の経済的実現（所有主体の経済的生産）は，地代の「収取と消費」によっ

て行なわれ；共同体的土地所有の経済的実現（所有主体の再生産）は「地代」

の「生産と支出」によって行なわれる．

(4J 第三の問題について： 剰余価値は，いうまでもなく，資本の存在しな

い所には存在しない・特殊歴史的な・範噂である．したがって，げんみつには

「およそ地代なるもの」が，古rJ資本制「地代」を包合する限り，剰余価値であ

るとはいえない．資本制地代についてのみいえる．乙れは明白である． 「剰余

（労働）の生産物」についてはどうか？ 「労働が必要労働時間よりも長い限

り，あるいはそれを可能ならしめるだけ生産力が発達している限り，剰余労働
註9

と剰余生産物とはいかなる生産様式においても存在する.Jすなわち，これに

よれば，剰余（労働）生産物は，歴史を超越する．ここに一つのデイレンマが

ある．一方では地代は剰余価値として特殊歴史的に把握され，他方では剰余（

労働の）生産物として超歴史的に把握される．

従来の見解にしたがっても，このデイレンマをさける乙とはできない．わた

したちには，いわゆる封建地代以前には「地代」は与えられていない．だが，

封建時代以前にも土地所有は与えられている．土地所有は経済的に自己実現さ

れねばならないという一般的命題は，乙乙では全く宙に浮く． 「資本が剰余労

働を発明したのではない．社会の一部の者が生産手段を独占しているところで

は，何処においても労働者は，自由であろうと，不自由であろうと，生産手段

の所有者のために生活手段を生産するために，自分の自己維持に必要な労働時
註10

問のうえに余分な労働時間を追加せねばならぬ．」だが，マルクスもまたいう

ように，土地所有の本源的形態は集団的所有である．そこでは，生産手段（土

地）は「社会の一部の者」が独占してはいない．したがって， 「必要な労働時

間のうえに余分な労働時間を追加」する必要はない．剰余労働が存在する余地

があい．剰余労働が存在しない所に，別の命題は，地代の存在（土地所有の存

在）を命令する．
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デイレンマから脱するのは簡単である． 「剰余（労働の）生産物」もまた特

殊歴史的規定性のうちに把握する乙とである．

剰余労働〔時間〕［こ対置される限りの必要労働〔時間〕は「独自的商品ナこる労

働力の生産［こ必要な労働時間」であり，必要労働は「この時間中に支出される
註11

労働」である。この規定から限解されうる乙とは，剰余労働［時間〕ばヲ労働

力の再生産にとって全くの余分であり， iJkO_〕全労働〔時間〕から東IJ余労働［時

間］を差しワ｜し、ても，彼白身の：再生庵iとは何も影響しないことである．との事

情は， Jt同休的生直様式にはあてはまらない．ここでは， Jj角的主体は，日町

！と，そして何よりも， 生同三主体であり，生昆主体は，同時に，そして何より

も，所有主体である．%引，J.::l三休の再生産ば，生産主体の再生産を前提し，生産

主休の再生産は，所有主体の再生産を前提する．したがって， 「剰余労働」古I)

5tは，労働主体が独自1i.1lと布在すれば， （直接的には〕彼にとって余分である

が，生昆←i二体とともに一体的に存在する｜浪り， （間接的lこは）余分ではなく全

く必要な労働部分である，すなわち， ここでは乗lj余労働が崎曙的lと定立しな

い。乙こでの「地代Jは刺余労働ではない．

〔5J 以 tの理論r'r'.J検討を通じて， l也代を，土地所有の慌史的規定性技きに，

規定することの無立味さを知った．地代を，資本主義的土地所有のもとで理解

すれば，その規定は共同体的土地所有については妥当しない．共同体的土地所

有の経済的実現としての共同体的（公的〕諸費用の生産を， 「地代」の生産と名

づけるとすれば，乙の「地代」の比格は，資本主義的土地所有の経済的克明と

して収取される地代！とは妥当しない．いずれをも地代と名づけ，地代として一

括するには，両者は余りにもその本質を異lこし過ぎる宅地代を土地利子Grund-

rente と名づけること自体のうちに，本来の地代が表現されているのではある

まいか．

共同体的生産株式においては，それが前提する土地所有の特殊罷史的規定性

のゆえに，再生産は不断の「地代Jの生産として行なわれる． 「地代」生産

は，こ乙では生産主体（集問そのもの）の再生産！こと勺て必要な実存条件であ

る．したがって， 「地代J生産 lこ要する労倒もまた必要な労働であり， 「地

代」として一日される諸l'l用は必要な労働（生産物〉である．この諸費用が労
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働そのものであるか（いわゆる労働地代）あるいは生産物として現われるか

（いわゆる現物地代あるいは生産物地代）は，さし当りの問題ではない．との

ように，直接的に，労働主体の再生産に必要でない労働（の生産物）＝「剰

余」労働（の生産物）が不断に直接的生産の内部で生産され，外部で支出され

なければならないという事情に，共同体的生産が単純再生産として現われねば

ならない真実の経済的原因がある．単純再生産として現われる拡大再生産であ

る．

資本主義的生産様式においては，地代は，生産主体にとっては，いわば生産

過程上に必ず随伴する廃物に相当するかも知れない．廃物の排出が，資本の再

生産にとって何らの／TL害条件をなさないように，地代の支払いは，その拡大再

生産にとって無関係である．彼は地代を支払っても，一般利潤率に見合う利潤

をえるからである．生産主体は，土地を所有する必要はなく，それを利用する

必要があるだけである．資本主義的土地所有者こそ， 生産 lこ「寄生」してい

る．もっとも，その「寄生」は，その寄生主（母体）＝資本主義的生産を担な

うもの芯はないが．

註 1 マルクス；「資本論』 3巻，長谷部訳青木文障版（12), 892頁．傍点は友
岡．

註 2 同上； (12) , 892頁．傍点は友岡．

註 3 向上； (12) , 871頁．命題Aでは「地代の取得J' ことでは「地代そのも

の」．こ乙でいう「乙の場合には」に特別の意味があるか？
註4 命題Alζ続く文章， 「といっても，その所有者は……共同体を代表する個人で

あってもよく……J
註5 自然的個体と社会的個体という概念の区別は必要である．拙稿「共同体の概念、

規定一一一つの試み一一」 （未発表）参照．従来，乙の区別はなされなかった．
註6 中村吉次『日本の村落共同体J23頁．乙の点は， 「共同体の概念、規定一一一つ

の試み一一」で詳しく説明する予定．

註7 大谷瑞郎「共同体をどう問題にするか」 「経済評論」 1957.5., 126頁．傍点
は友岡．

註8 大谷瑞郎；同稿， 127頁．傍点は友岡．

註 9 岩波『経済学小辞典』 541頁．傍点は友岡．

註10 マルクス『資本論」 ( 2) 411頁．傍点は友岡．

註11 マルクス；同書（2) 384頁．
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（引所有の三重性と封建「地代」

註12

〔1〕 田中陽児氏は「封建地代の形態について」と題する一文で，エム・ヴエ・
註13

コルガーノフの「封建制の活本的経済法JjJJiこついてjをtfi介している．乙れに

よって，コルガーノフの封建「地代J発生史についての見解にふれておきた

し、

コjレガーノフは，「封建的押収の原初｜円な唯一の形態が真物」であるという．

貰物は明らかに征服的行為の結果であり，一つの集団の・隣接する他の集団に

対する.f~i 従（外的関係）の物的表現である．この相隣接する集団（共同体）

が封建閣係のうちにああとすれば，この百物ti，臣従する共同休の「地代！と

して生夜されたものであることは明什である．それによって，臣従する共同体

の土地J斤有ば安堵される．土地に対する所有の主体性が再生産される．臣従関

係が成立しない時にほ，その「地代」でみずから土地所有在確保する． 「地

代」としての「貢物」は乙こでは臣従する共同体の，臣従される共同体に対す

る土地所有の安堵料である．ところが，臣従される共同体は，なお独立の共同

体である限り，みずからの力で，自己の土地所有を確保するために， 「地代」

を他のiで生産しなければならぬ．臣1遣する共同体から貢物を得ることによっ

て「地代」の生障が無用になる乙とはない．また，両者が合体して析だに一つ

の（連合）共同体をつくるとすれば，貢物はもはや貢物ではない．それはあく

まで，共同体相互の外的関係の物的表現であって，内的関係のそれではないか

ち．したがって，貢物は，それ白体， 「地代Jの一つの形態ではあっても，！？住

ーの形態ではない．

コルガーノフは，吋建制の第ての段階に現われる「地代」を「現物貢祖」と

考える． 「乙れ乙そ貢物の転化形態にほかならない．貢物との差異は，住民一

般でほなく，飼主の世襲領lと住む，一定の農民によって支払われ，定期的にう

けとられるという点にある．」（傍点ば友岡） 「現物責租jを「貢物の転化形

態」と与えることにおいて，彼は誤まっている．彼自身なお， 「現物責租Jが

「住民一般ではなく」恐らく 1iEfllt共同体の古くからの農民によって支払われる
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貢物は臣従する共同体の臣従される共同体に対する外的関係の物的表

現であるので，臣従される・あるいは征服した・共同体は，いかなる意味にお

封建「地代Jの非地代性

とし1う

「地代

」を現物立租ーコノレガーノフの用語を仮に借用すればーとして生産していた．

コノレガーノフは「農奴制をもって，綬和された奴隷隷とみなし，封建制自体

を奴隷制的体制の進化とみるならば，賦役を封建的生産様式の出発点と考える

以前から，そ乙では，「地代」を貢物として生産しなかった．いても，

乙このようなクーランジユ的・ロマニスト的見解はわれこともできょう」が，

ここでは一面において正しく，他のとし可う．われにとって無縁なものである，

「農奴制をもって，緩和された奴隷制とみなし，

封建制「I休を奴隷制的休ff;IJの進化とみるJことには，彼とともにわたしも賛同
註は

できない．しかし，そのように「みるならば，賦役を封建的生産様式の出発点

奴隷制を前提する

一而において誤まっている．

と考える乙とができ」ると彼がいうことには賛同できない．

乙となく，賦役を封建的生産様式の出発点と考えることは一それが正しいかど

ロマニスト的またそのように考える乙とが，うかは今は別としてーできるし，

見解ではあるまし1から．

つねに，封建的所有が前提され， その出所は不問に附さ

「封建社会の初期の段階では，飢主は自由世襲似の所有者として，

「第二段階では，封建所似の中lζ，村落共同休をみる．」すなわち，

コノレガーノフには，

れている．

現われ」

共同休の発展のうちに封建的所仙の出現をみるのではなく，逆に，封建的T!fi・fi[i

の中lこ共同体をみる． みずから排撃するロマニスト的見解ここでは，そして，

に接近する．

マルクスは，賦役労働が封建「地代」の最初の形態として現われる乙と〔2J 

について，示唆的に言及することがあった．少し長いが引用しよう．

ドナウ諸公国では，現物地代その他の農奴制附属物と結びつ

で
・
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「賦役労働は，

ノレーマニア諸州がそうであっ

スラヴ的

な・いわんやインド的な・形態での共同所有には基づいてはいなかった．地所

しかし，そ乙の本源的生産様式は共同所有に基づいていたが，ナこ．
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の一部分は自由な私的所有として，共同体の成員たちにより自立的に経営さ

れ，他の一部分一共有地ーは彼等によって共同的に耕作された．との共同労働

の生産物は，一部は凶作その他の災害のための予備財産として役立ち，一部は

戦費・宗教費，その他の共同休の支出を賄うための固有財産として役立った．

時がたつうちに，戦争および教会関係の顕職者たちが，共同財産と共に，その

ためになされる労務を横奪した．自由農民たちが彼等の共有地で行った労働

が，共有地盗奪者のための賦役労働lζ転化した．そして同時に農奴制諸関係が
註15

発展した・…・・J

もちろん，ルーマニア諸州l乙現われた形態をそのまま一般化するわけにはゆ

かぬ．共有地が共同体の諸賢用を賄う固有（共同体有）財産として存在する乙

とについても同様である．失有地は，ふつう，不分割の生産諸条件（土地）で

あり，そ乙だけでは生産が全うされないが，またそれなしにも生産が全うされ

ない部分である．個別化（分割）されれば，生産条件としての役割を失なわね

ばならぬ点において，耕地ではない．耕地は，個別化された地片（strips）と

して生産手段でありうる．放牧地，森林，沼沢，河川，荒撫地等々が共有地で

ある．したがって，共同体の公的諸費用ば，共有地での生産によるのではなし

共有地の利用lと参加する乙とによって，各自の保有分（virgate ; Rufe）にお
註お

ける生産を全うする諸保有農民の生産物の中から賄なわれる．乙れが「地代」

であるが，乙れは共有地における労働（の生産物）ではない．

また，マルクスは，賦役労働を共有地における労働が転イじしたものである，

というが，これも疑わしい．共有地での労働は，共有地の生産条件としての不

完全性のゆえに，それ自体では生産的でない．それはただ薪や木材や魚、や枯葉

や等々をもたらすだけである．

乙れらの事情を抜きにしても，公共的（共同体的）労働が賦役労働lζ転化し

た乙と， 「地代」は，本来，共同体の再生産lと必要な公的（共同体的）諸費用

（さし当り，ふさわしい言葉をみつければ，公租）である乙とが，そこから読

みとれる．

〔3〕 封建「地代」は封建的土地所有の経済的自己実現を物的に表現するもの

である；と考えられるならば，乙の「地代」は封建的土地所有の特殊歴史的規
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定性のうちに理解されねばならぬ。封建的土地所有は二重の所有であるが，所

有原理からみて一つの背理であるこの所有は，それぞれの主体の特殊の定在の

ゆえに，歴史的な必然性のうちにある。この特殊歴史的規定性をいま一度偲起
註17

しよう．

封建的土地所有は共同体的土地所有の発展した形態である仰ここでも，土地

所有は，生産の絶対的前提性を捨ててはいない．相互に土地所有を満足しあっ

ている諸共同体は，生産力の発展がそこに直接的lこ現われる人口増大に見合う

土地を所有しなければならなくなる時，敵対的関係のうちに自己を見出す．こ

の敵対的関係のうちに，共同体は，その二重の規定性（主体性と即物性）を，

自己の内部に具体化する．外的関係はいまや内的関係において現われ，共同体

臼体が関係的になる．みずから関係的になる時，共同体は封建化される. fifi主

（戦士，僧侶等）諸家族集団と良民（生産者）諸家族集団が，こうして，共同

体の内部に，しかも家族集団の聞に現われ出る．封建的土地所有が共同体的土

地所有の発展した形態である以上，ここにも，共同体の二重の規定性は貫徹し

（あるいは，むしろ具体化し）両諸家族集団はともに二重に存在する．

何i主諸家族集団は，共同体の主体性を体現するものとして，似主「身分」の

うちに白己をJ昔定し，良氏諸家族集団は，共同体の即物性を体現するものとし

て，良奴「身分」のうちに自己を措定する．ここだけの関係からは，良氏は農

奴として， fo'i主に所有されているようにみえる．しかし，農民は，主体性を喪

失しているのではなく，代位されているのにすぎない．傾主の命令lこJJllするの

は，何i主個人に服するのではなく，共同体の主体性が人格化したものとして

似主身分にある・飢主に服するのである. fo＇［主個人に所有されているのではな

くーもしそういいたいなら 共同体白体に所有されている．すなわち，自分自

身に所有されている．

他方において， lifiH書家族集団も，それぞれの集団（基本的集団の分化・分裂

した二次的集団）において，独白的に，共同体的に存在する．しかし，似主諸家

族集団は，直接的生産に従事しないので，集団の独自的共同体としての規定性

を完結せず；農民諸家族楽団は，それ自体において，独臼的lこ，共同体として
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の規定性を完結しつつある．

したがって，封建的土地所有の経済的自己実現もまた二重でなくてはなら

ぬ．第一は；傾主諸家族集団と農民諸家族集団とが一体的lと構成する（より正

しくは，そ乙から分化した）共同体の所有主体性の再生産であり，第二は；そ

の共同体に媒介される・あるいは限定される（身分はその形式である）・乙と

によって可能であるとはいえ，独自的に存在しつつある（二次的）集団の所有

主体性の再生産である．第一の面において；領主身分に随伴する職務遂行に必

要な諸費用（共同体全体の費用）として「地代」が生産される．第二の面l乙於

て；領主家族の生活lζ必要な諸費用として「地代」が生産される．形の上で

は，それらは，区別されずに，一括して側主に支払われるかも知れないが， f,[j

主は，それらを，公務lと必要な諸費用と，家族の家計維持に必要な諸費用とに

使い分ける．それは，他のi諸条件を捨象すれば，現代の税金と同じである．乙

の「地代」生産および「領主への支払」は，何らの経済外的強制を要しない．

「支払う必要が少しもない」のに支払うのではなく，必要があるから支払う．
註18

その必要は全く経済的に由来する．経済外的強制が作用しているようにみえる

のは「地代」が，実質では共同体自体lこ支払われているのに，集形の上で，削

主個人l乙支払われているという事情による．側主は，私的に，共同体の土地所

有を独占しているのではない．農民は土地を鎖主個人から借りるのではなく

（もし借りるのであれば，「地代」は借地料として現われ，そしてそ乙にも，経

済外的強制の入りこむ余地はない），領主lこ人格的表現を見出す共同体自体に

媒介される形式としての身分において所有する．また， vJ~主は，無償で，乙の

「地代」を5tけとるのではない.t.l'i主はそれとひきかえに，またそれをもって，

共同体全体lζ必要な行為を，身分lこ義務づけられた職務として，代行する．

近代的土地所有者が，地代で坐食するのとは異なって，乙乙では， 「地代」で

行動する．

封建「地代」が最初に労働「地代」（賦役）として現われねばならぬ；とする

のは，正当性をもつまい。より多くの可能性として， 「地代」が労働形態にお

いて現われるのであって，理論的にも，歴史的にも，労働「地代Jは生産物
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（刷物）「地代」とともに現われうるし， また現われた． しかし，労働形態か

ら刷物形態への「地代」の移行は，論理的である．

本iJJ1i的共同体の時代には，共同体成員が，ともに生産し，ともに斗い，とも

に祈ったかも知れない．直接的生産に投じられる労働以外の労働のすべてが，

ここではそのまま「地代」である．このな味では，労働「地代」は， 「地代」

の本制（的形態といえる． 「地代」はここでは公共的（共同体的）労働そのもの

である．この公共的労働としての「地代」が，より多くの可能性をもって，封

姑「地代」に，伝統的に，習慣的に，接続する．後に，共同体内部に，労働の技

術的分＇Jfl］とその体系化が進行し，またこれが，共同体の内的分裂の先生と重な

りあい，概して， 「地代」を生産する労働と「地代」を支出する労働が分化す

る．このu七 「地代」が封必「地代」になったといえよう． 「地代」を生産す

る労働が， 「地代」を支出する労働（公共的職務＝戦争や祭杷やdUEやこ！？々）

を行なう似主の・その身分において所有する（＝保有する）・土地の上で行

なわれ，労働形態（賦役）をとった「地代」そのものとなる．しかし， 「地

代」は，似主直飢地での賦役において，そのすべてをあらわすのではない．城

砦の構築，寺院の辿立，道路の修築， JJ(l告の開発等々の，永久的地上設備の生

産は，労働の共同体内での分割が未発展の段階では，農民の直接的労働によっ

て行なわれる．特lこ， j主搬J!rJ¥1交は長く存続する．また［地代」は武器，祭肥器

具（／j；々の生産物形態、においても生産される．それらが専門的労働を必要とすれ

ば，デミウノレギツシユな労働の分割jが行なわれ，それらの専門職人は，共同体

によって養なわれる．その諸費用もまた，生産物形態にある「地代」として生

産されよう． 「地代」は，乙のように，共同体の土地所有・の経済的実現（JiJ1・有

主体の再生産）に必要とされる一切のものをふくみ，その必要なものの性質に

したがって，労働そのものにおいてぷ味を有するか，生産物においてぷI床を有

するかする． しかし， 「地代」が労働形態にあるというのは，それ自体におい

て，一つの困難を有し，生産物形態に転化しなければならぬ．

第一［こ：労働形態にある「地代」，すなわち労働「地代」においては， 「地

代」は「地代」を生産する労働である；という同義反覆をまぬがれない．労働

「地代」は，明らかに，その行九自体l三本味があるのではなく，その結果［こiふ
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l床がある．その生産物が「地代」として期待されている． 1・Jil:lft」を生産ーする

労働が，期待された「地代Jを生庄するかどうかは，必ずしも保障されえな
註19

い．そこで，請負IJ甘になる．

第二に：償七百；（沼地での生定（［就役）は，農民保有地での生産と並行して行

なわれるので，同時的労働が空間的に））＇離され， 「地代」生産が困難になる．

E主主生産が手凶i'l守に集中される労働を必要とすることは臼然的事実である．

註1立 i歴史学研究J201号．

註1:1 「歴史の諸問題J1954. 9. 

註14 j/l＼稿「奴隷ーーその非定伝的なもの一一j （未発表）参照．

註15 マ7レクス；「資本論」 ( 2) 414～415頁．傍点は友岡.ffi1；交の傍点ば省、白書．

註16 G. v. ベロウはいう；「我々は共同体員の耕作ピ委せられぬと地，すなわち

放牧池＇ 1祭礼！辰野p 河／II,i:rv地等iζAlim巴nde汝び Gemeinde Mark （共

白地・入相J地）なる歴史的呼称を用いる．村の道路及び村内の分割されぬ場所も

同じくこれに属する．収穫の取入の後には：J;)j二地もまた共同体家畜のj,IJ出飼い

(Stopp巴lw巴ide）が行なわれた眠りやはり共有地の性質をおびたのである」｜「ド

イツ中｜世農業史」掘米訳， 17～18頁．

マルクスがこ乙でいうような共有地のあり万は，たとえばp 組合有地として，

わたしたちの身近に見出す．組合 それが何であれ の費用を）告なうために，

組合所有の耕地があり，そこで一定時間共同して働らき 9 えられた生産物を

（売却して）組合の費用にあてる．この場合p 組合有地がなくとも，組合に参加す

る成員は，それなりに生産を全うできる．この点が，：$：来的な共有地と具なる．

だからp この場合，組合有地としてp 耕地を除外する必然的理出はない．めいめ

いが生必した空産物の中からョ組合の費用が焔なわれればよL功三ら．

註17 tlLl稿「封建的土地所有の論理J参照．

註18 「経済的jということをごく単純に「商品交換＝価値法則的」と理解して司そ

れに直接眼介されないことをもって経済外的であるといえようか．たとえば；

「このように農民ば白営農民として『山立的農業生産｜を営んでいるからp 良

民自身の労働の再生産主は商品交換＝価値法則によって媒介されえない．したがっ

て（！？）領主による封建地代の徴収は1経済外的強制「によってのみ可能となる．」

ここでいわれている「白立的」ということの意味とともに，経済外的強制の意味

は後で言及されよう. ill田浩之； i封建地代とブルジヨア的発展」 「経済論叢」

74の5,25頁．傍点と招弧内ば友岡．価値法則が歴史の法則であることはp 経済

的といわれる所につねに直銭的に存在することを窓味しないだろう．

封建「地代Jが支払われる必要があるのは，資本制地代が支払われる必裂があ

るのとlrilじく経済的思出による．ただ異なるのは，前者がp 「支払」わなければ，
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土地所有の確保が困難になり，したがって，生産主体としての再生産が困難にな

るのに，後者は，支払わなければ，土地が利用されえず，したがって生産主体と

して再生産が行なわれえないという点である．前者では， 「支払」わなければな

らぬが，後者は，支払わなくとも（支払わずにすめば），生産主体としての再生

産に支障はない．

註19 コスミンスキーが， 「現物地代」 rentin kindを「封建地代の最初の形態」

と考えているのもうなずける．イギ『リス封建地代の展開」泰玄竜訳， 137頁．

註20 乙ういう季節的賦役のほかに，時期を選ばない賦役もまた，農業生産にとって

耐えがたい障害となる． 「不定の労役が農民の経済に及ぼした障害は，労役の無

限性ではなく労働の日が縫定していなかった乙と，そしてその結果農民の経済的

運営に障害を与えたことにある．」 G. v. ベロウ；前掲書， 122頁．

(3）経済外的強制

C 1〕 経済外的強制の有無によって，封建関係の有無を見ょうとする点におい

て共通していたいわゆる封建論争は，まだ終局的解決には達していないようで

ある．今は論争に疲れ，理論的分裂のまま，これからの現実の推移に，判定を

まかせた恰好になっている．あるいは，そういう状態が，論争の無ぷ味さを語

っているのかも知れない．この果しなかった論争のなかから，経済外的強制そ

のものに目を向けようとした人の出なかったのは，一つの不思議である．そこ

では無条件に経済外的強制が封建制経済に結びつけられていた．方法論的に敵

対していた者どうしが，その本質において，方法論的に共通していた；といえ

ば，しかられよう．しかし，それは事実であるらしい．

ここでは，従来の諸見解をいちいち取り上げることはやめ，マノレクスとレー

ニンの見解に対して，若干の言及をなすにとどめる．今直接大事な乙とは，

「経済外的強制」を論理的に否定することであって，その歴史的存在を否定す

ることでも，また論理的に否定されたものがいかにして歴史的に存在するかと

いう事情を明らかにすることでもない．それはつぎの問題である．

〔2〕 マルクスは『資本論』で，経済外的強制について，ただ一回言及するの

みである．すなわち「第四十七章資本制地代の発生史第二節労働地代」

で，つぎのようにいう；

「直接的労働者が自分自身の生活維持手段の生産のために必要な生産子段お



封建「地代Jの非地代性

よび労働条件の「占有一者』たるにとどまるような凡ゆる形態！とおいては，所有

関係は同時に直接的な支配＝および、隷属関係としてあらわれざるをえず，

- 58ー

た1
）
 

がって，直接的生産者は非自rh－－非自由といっても， I!武役労働をともなう農奴

制から， t]:i.なる買納義務までの相違がありうるーとしてあらわれざるを得な

1~1 分自身の生産手段 日分の

労働の実11i¥のため及び Iヨ分の生活維持手段の生庄のために必要な労働条件 を

占与している．彼は臼分の毘耕，ならびに，これを結びついた出村＝家庭的二l：：主

い．直接的生産者はこの［まあし＼自iHえによれば，

名目的土地所有者のための剰を臼立して営む．・・・…こうした条件のもとでは，

余労働は，経済外的強制 それがどんな形態をとるかをとわず によってのみ
註21

彼等から強奪される」

直接生！主者ω人格的白丘性，すなわち，所有と生産の主体性を完成し， id［主

とはいかなる志味においても1rJ1立しているとすれば， (iflj'_はもはや似主ではな

く， j).f[::t.の「剰余労働（生産物）」以以はそれこそ経済外的強fliiHこよらざるを

し

かし実際はこれと異なる．

「名日的」所有者というのは，所有の主体性を他から委譲されていることで

ある．本来の所有者（主体）は共同体白体である. {ifi:ctは，共同体の所有主体

このばあいこそ「経済的に地代が支払われる開lJ:lが少しもない．」えない．

その限りにおいて，共同休の所有者と

向分の土地を所有する. Ttki: 

性を人格的に表現する j1jい子であって，

してあらわれる．そのいわば名目料として， 1Jえは，

領地（demesne）がこれである．直（)fit世は，共同体土地所有の主体性をf;J'(二主に

おいて代表せしめるi費用をうみだす対象にほかならぬ．

（山ブlj, ~民は「占有J 者であって，所有主体牲を元成した・百葉通りの・所

イT者ではない．彼はそのいわば市有料を， fl比が占有する生産諸条件によって生

これが前述の名目料にあてられる． あるいは，似主はJJEし， Jt同体に支払う．

組主直領地での労働（の直傾地でみずから生産しないので，農民の占有料は，

r 11-i lJ.」であるからこそ，「名目」であり，生産物）として，支払われる．

！名目Jで

これも，

また，「地代」は経済的に支払われる理1:J1をもっ．まさに辺である

「占有」であるからこそ，両者はともに「自主」
註22

まさに送である．

していない．あり，
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経済外的強制がもし作用するとすれば，それは，そのように観念されるから

であって， 「地代」生産の本質的関係をかえるものではない．直悩地での労働

は，形の上では，官i主個人に支払われ，領主の「私的j生活の再生産のために

行なわれ，農民がそれぞれ自己の生産の主体性を独立化（＝自立化）すればす

るほど，自己の存続にとって，無縁なものに思われて来る．それぞれが，身分

において・その身分に附属する諸義務を負って・所有する保有地は，長い世襲

のくりかえしのうちに，自分の「家（族〉」個有の財産として観念される．公

（共同体）的権力であった似主権力が，領主lこ固有の権力として私権化されて

あらわれ，外的に白己の主体性を代表する関係であるという権力の本質が，共

同体の外部から転じて内部に向けてあらわれる．そこに経済外的強制があらわ

れ，またそれとして観念化される．しかし，観念化される時には，封建関係

は，解体の過程のうちにあるだろう．そのように観念化される物質的諸条件

が，反封建的関係（反体制的関係）として成長しているにちがいなし、から．多

くの百姓－1突が，年貢の軽減を要求するのみで，その廃棄を要求するものでは

なかったこと，すなわち，本質的に反体制的なものでなかったことは， 「地

代」の生産と支払いの経済的性格を物語りさえする．
註23

〔3〕 レーニンは， j賦役経済の特徴づ、けにあたって，四つの条件をあげる．す

なわち一一

第一に：自然経済の支配．自足的な・封鎖的な・一全体． 「自足的・封鎖

的」という～のは一つの形容であって，本質規定ではない．土地所有にもとずく

生産を基本にしていても，封建的生産様式は，それだけでは成立しない．限定

された空間の範囲内で，人間の生産は完結しえない．生産物（「商品」）の交

換は，人間の発生とともに古い．自給自足的ではあっても，それを完成するこ
註24

とはない．

第二に：直接的生産者が生産手段一般及び特に土地を分与され，かつ土地に
註25

緊縛される．それでは，領主は，分与する土地をど乙からえたか？ 領主が

共同体から自立する時には，農民もまた白立する．むi主がすでに土地を私的に
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独占していれば，領主と農民の関係は，私的関係以外の何ものでもない．分与

されるのは， Fム的lこ仔在する飢主（これはL律背反的問語であって， そのJ見合

には領主はもはや領主ではなし、）によってなされるのではなく，共同体の主

体性を人格的l乙表現する者としての領主によってなされ，悩主もまた，傾主と

いう資格（身汐）にもとづいて，土地を庁与される． したがって，近代的土地

所有者（私的に存在する土地訓有者〉のように，土地所有がスコッ卜ランドに

あるのに， コンスタンチノープルで、安楽な生涯を送るようなことはできない．

農民が土地に緊料されているとすれば，領主もまた土地lこ緊縛されている．民

民の土地からの解放が＝資本主義発展の基舵をなすとすれば，全：く同様に，鋲

主の土地からの解放もまたその基1濯をなす．

第三！と：地主への農民の人身的；諒民．農品が削主（C人身的lと隷属していると

すれば飢主もまた農民に人身的に束縛されている． レーニンはこの条件に民！し

て，経済外的強市ljが必要であるという． それが行使されなければ，農民（i(it'! 

主のために働らかないであろう， というわけである 果して，農民は， ひとり

佐i主個人のために働らく（服役する）のであろうか？ それなしに，農民の土

地所有は，経済的lこ実現するであろうか？ 官民主の武力的背景， そのおよ：；' そ

の伝統的権威等々による権力なしに，土地所有を脅やかしている外敵から自己
註26

の土地所有を安堵しえるか？ こういう事情が満たされてなお「剰余」生正

物を支払わねlまならぬとすれば，その日寺lこは，領主はもはやその存在百：111を失

なっているのであり， その叫こそ経済外的強制が，今や盗賊化した 1領主」［ζ

よって行使されるであろう．

第四に：技術の低位性と似i直した状態． これは，資本主義生産総式lこ対比す

る｜浪り， litかに，封佳的生産機式のー特徴をなす． しかし， 高度かつ躍進的な

技術は， そこから出発するほかない，暗愚かつ卑屈な精神の持ち主である封建

農民のなかに，光明ある高進な精神がかくされているのと同様に，低位かつ硬

直した状態のどこかに堆々しい発毘の←可能性がかくされてレる．土地所有を抱

対的lこ前提しない生産が村会的lこ一般化して来る時，農民は「地代」を生産す

る必要性から解放され、 この「地代」部分を，彼らri身の経1ヨlこj反り向けるだ
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ろう． 「地代」生産が，生産主体性の再生産にとって必要でなくなる時， 「地

代」生産にあてられていた労働は社会的に解放されて，生産力の一大発展の土

台をなすだろう．

従来の見解とは全く逆lこ，封建社会の基礎的構造を説明するのに「経済外的

強制」の力を借りを必要が全くない；というのが，現在までに達しているわた

しの見解である．

註21 マルクス；「資本論』 (13) 1113～1114頁．

註22 「自立」について：福富E実氏は「農民が名目的な土地所有者から経済的に自

立するということを前提」して「農民を農奴として土地に緊縛することができるJ
という．「封建的所有と経済外的強制をめぐる諸問題」「経済論叢」76の2,54頁．

とれは全く正しくない．農民が，氏のいうようにp 「経済的に自立するJならば

一ーという乙とは先産主体性をみず、から再生産できるということである一一一領

主は， その土地所有の「名目性」を失なう．農民が共同体から独立しては生産

を完結できないがゆえに，すなわち， 「経済的自立」していないがゆえに，農民

は農奴身分にとどまらねばならぬのである．自立した生産者ではなく，媒介され

た（＝限定された）生産者である．自立した生産者は資本家においてはじめてみ

られる．

ついでに；自給自足性を「経済的自立 i性に意味させるなら，それは空虚な抽

象でしかない．最も経済的に自立している（みずからにおいて生産主体性を完成

している）資本家において，最も非自結自足的である．

註23 レーニン『ロシアにおける資本主義の発展』岩波文庫p 上巻， 240頁以下．

註24 拙稿「共同体の概念規定一一一つの試み一一」 （未発表）参照．

註25 こういう聞が発せられねばならぬ．農奴の発生を自由民の債務奴隷化において

みるのは，農奴を奴隷の上昇とみるのと同様に，事柄の筋道を明らかにしない．

たとえそれが現実に行なわれたとしても，その事lと農奴発生の真の原因があるの

ではない．しかも，そういう見解をもっ人々は，債権の発生を説明する義務があ

るのを忘れているようである．

別稿（「封建的土地所有の論理」）で言及したように，エス・デ・スカスキ

ンは，封建的土地所有の規定において一つの有意義な示唆を与えたが，みずから

とれを発展させなかった．彼は，経済外的強制を誇張して来た誤まりを指摘し，

スタ｛リンにならって，経済外的強制は「地代を手に入れる手段であって，封

建地代をなりたたせる基礎ではない」という．そして，封建的土地所有そのもの

が経済外的暴力の結果であるという見解を，暴力や偽附は新しい社会を作りだす
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本来の原因ではない，というエンゲルスの言:;j』Iとよって打ち破ったと思った．し

かし，被はp 領主が債務奴隷化するに必要な債権の発生を経済的に説明する必要

性については考え及ばなかった．そして，彼自身もまた打ち破られたのである．

註26 ケーラン少ユは一つの示唆を与える；「現在の王（領主中の領主，なすわち領

主と考えてよい一一友岡）の認I可吹を提示することができなければ，自分の所有

地と雄も安全でなかった.J rフランス封建制度起源論』明比達朗訳.50頁．




